
【例】 寄附金額１０，０００円
単身者

平成２５年分所得に係る確定申告書記入例

単身者
収入５，０００，０００円（給与収入のみ）
寄附金控除のみ申告

　申告書様式は最寄りの税務署、お住まいの自治体で取得できます。

○確定申告書作成に必要な書類

○確定申告書について

　また、国税庁のHP「申告書等作成コーナー」では金額を入力し、印刷することも可能です。

○確定申告書作成に必要な書類

①平成２５年分　給与所得の源泉徴収票

○○市○○1‐2‐3
美祢 太郎美祢 太郎

①5,000,000 ②3,460,000 ③880,000 ④160,500

○ 500,000

給与・賞与

○ 52 1 1

□□市□□4‐5‐6
株式会社 △△

②寄附金受領証明書（郵便局、金融機関の領収書でも可）

※寄附金の領収日が平成２５年１月～１２月末までのものに限る。
（それ以降のものは、平成２６年分確定申告の対象となる。）



確定申告書A「第一表」の記入方法

（A)の金額によって記入する金額が異なります。

（A)の金額 税額の算出式

0円 0円

２５

○○市○○1‐2‐3

同上

美祢 太郎

美祢 太郎○ 本人

3 5 2  0  1 0 1
195万円以下 （A)×0.05

195万円を超え　330万円以下 （A)×0.1－97,500円

330万円を超え　695万円以下 （A）×0.2－427,500円

695万円を超え　900万円以下 （A）×0.23－636,000円

900万円を超え　1,800万円以下 （A）×0.33－1,536,000円

1,800万円超え （A)×0.4－2,796,000円

【美祢太郎の例】
（A)2 572 000円×0 1 97 500円 159 700円

5000000

3460000

（A)2572
159700

（B)159700

源泉徴収票①

源泉徴収票② （A)2,572,000円×0.1－97,500円＝159,700円

3460000

)

（C)160500

800

源泉徴収票④

源泉徴収票②

（B)から（C)を差し引いた金額を記入

年末調整

を受けた

金額と同

じ場合は

平成25年に納付した所得税か
ら800円が軽減（還付）されま
す。880000

8000
888000

源泉徴収票③

還付先口座を記入

（本人名義のこと）

じ場合は

記入不要

888000 （本人名義のこと）



確定申告書A「第二表」の記入方法

２５

○○市○○1‐2‐3

美祢 太郎美祢 太郎

給与 株式会社△△ 5,000,000 160,500

源泉徴収票① 源泉徴収票④

年末調整

を受けた

金額と同

じ場合は

記入不要

160,500

記入不要

○住民税における寄附金控除の計算

10,000
10,000

美祢市大嶺町

東分326番地1
美祢市

寄附金額を記入
寄附金額を記入

○住民税における寄附金控除の計算
　①基礎控除
　　（寄附金額－2,000円）×10%
　②特例控除（※住民税所得割額の1割が限度）

　 　　（寄附金額－2,000円）×（90%－所得税の限界税率）

　【美祢太郎の例】
　①基礎控除
（10 000円 2 000円）×10%＝800円　　（10,000円－2,000円）×10%＝800円

　②特例控除
　　（10,000円－2,000円）×（90%－10%）＝6,400円
　⇒控除合計
　　①＋②＝7,200円

　⇒平成26年度の住民税から7,200円が減額されます。


